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川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金交付要綱 
令和 2年 5月 15 日 2 川経融第 48 号 市長決裁 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた川崎市内に事業所等を有

する中小企業者の経営の安定化を図るため、予算の範囲内において川崎市新型コロナウ

イルス感染症対応資金利子補給補助金（以下、「補給金」という。）を交付することに

ついて、「川崎市補助金等の交付に関する規則（平成 13 年川崎市規則第７号）」（以

下、「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
 

（受給資格者） 

第２条 補給金の交付を受けることができるもの（以下、「受給資格者」という。）は新型

コロナウイルス感染症に対応して新たに市が設立した制度融資（川崎市新型コロナウイ

ルス感染症対応資金。以下、「当該制度融資」という。）を受けたもののうち、以下のい

ずれかの要件を満たす事業者とする。 

１ 中小企業信用保険法（昭和 25年法律第 264 号。以下、「法」という。）第２条第５項第

４号又は同条第６項のいずれかに基づく認定を受けた事業者 
２ 法第２条第５項第５号に基づく認定を受けたもののうち、法第２条第３項第１号から

第６号に定める小規模企業者に該当する個人事業主 

３ 法第２条第５項第５号に基づく認定を受けたもののうち、前項以外のもので、当該制

度融資の申し込みに係る認定書に記載された売上高等の減少率が 15％以上の事業者 

 
（交付対象期間） 

第３条 補給金の交付対象期間は、受給資格者が融資を受けた日から起算して３年間とす 
る。 

 
（補給金の額） 

第４条 補給金の額は、第３条に定める期間分の約定利子のうち、令和６年 12 月 31 日ま

でに受給資格者が支払った全額とする。ただし、貸付金額６千万円を補助対象限度額と

する。 
 
 （金融機関への委任） 
第５条 補給金の交付を受けようとする者（以下、「申請者」という。）は、当該制度融

資を受けた金融機関に、交付の申請及び請求に関する一切の行為に関する権限を委任す

るものとし、当該金融機関はこれを受任するものとする。 
２ 委任を受けた金融機関（以下、「受任者」という。）は、申請者に補給金の交付の申

請に必要な書類等の提出を求めることができる。 
 

（交付の申請及び実績報告） 
第６条 受任者は、補給金の金額と申請書等の内容を確認し、第４条による補給金の額を
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とりまとめて、交付申請書及び実績報告書（様式第１号）に以下の書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(1)  受取利子証明（明細）書 
 (2) 返済計画表 

(3) 申出書及び委任状（様式第２号）   
 (4) 申請者に対する、法第２条第５項第４号、第５号又は同条第６項のいずれかに基づ 

く市町村の認定書の写し 
 (5) 前号までに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の添付書類について電子データの提出を求め、そのデータの作成、処理

を委託することができる。 

３ 第１項における提出期限は、１月１日から６月 30 日までに支払われた約定利子（以

下、「上半期分」という。）については同年８月 15 日、７月１日から 12 月 31 日まで

に支払われた約定利子（以下、「下半期分」という。）については翌年２月 15 日とす

る。 

  ただし、令和２年度においては、令和２年５月１日から９月 30 日までに支払われた

約定利子については同年 10 月 31 日、10 月１日から 12 月 31 日までに支払われた約定

利子については令和３年１月 31 日とする。 

４ 上半期分については７月に、下半期分については１月に、申請者が繰上返済等を行っ

たことにより、申請者の補給金の戻入が発生する場合は、受任者は当該戻入分を差し引

いて第１項の書類を提出するものとする。 

５ ２回目以降の交付申請においては、第１項第２号から第４号までの書類を省略するこ

とができる。ただし、第２号については返済計画が変更された場合、第３号については

振込口座等の記載内容に変更があった場合を除く。 
６ 市長は、前項までの規定にかかわらず、必要に応じて関係書類等の提出を求めること

ができる。 

７ 第３項の規定にかかわらず、以下の事由に該当する場合は、受任者は、令和７年２月

15 日まで第１項の書類の提出をすることができる。 
(1)  第３項及び第９条に基づき交付した補給金の金額に修正が生じ追加の交付を申請

するとき 
(2)  第８条第１項第７号による取消しを行ったとき 
(3)  第８条第１項第８号による取消しを行ったもののうち、相当と認められる理由があ

るとき 
 

（交付決定の通知） 
第７条 市長は、前条に基づく申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査

し、補給金を交付すべきものと認め、交付決定の通知および額の確定をするときは、交

付決定及び額の確定通知書（様式第３号）及び補助金交付決定額一覧表により、受任者

に通知するものとする。 

２ 受任者は、前項に基づく交付決定通知を受けたときは、速やかに申請者へ通知するも
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のとする。 
 

（交付決定の取消し等） 
第８条 市長は、前条の規定にかかわらず、受給資格者に次の各号のいずれかに該当する事

由が生じたときは、交付決定の全部又は一部を取消す。 

(1)  代表者又は役員のうち暴力団員（川崎市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴

力団員をいう。）に該当する者があるもの。 

(2)  「期限の利益」を喪失したとき。 

(3)  買収や合併等により消滅会社となったとき。 

(4)  資金を貸し付けの目的以外の目的に使用したとき。 

(5)  交付決定時以降に、第２条に規定する対象者要件をみたさなかったことが判明した

とき。 

(6)  偽りその他不正手段により補給金の交付をうけたとき。 

(7)  様式第２号（申出書及び委任状）に記載された口座に変更等が生じたことにより、

市長が補給金を交付できないとき。 

(8)  その他市長が適当でないと判断したとき。 

２ 前項による交付決定の取消しを行った場合は、当該年度以降の補給金は交付しない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1)  前項第７号による取消しを行ったとき 

(2)  前項第８号による取消しを行ったもののうち、相当と認められる理由があるとき 

 

（補給金の交付） 
第９条 市長は、第７条の補給金の交付決定等の通知後、速やかに受給資格者へ補給金を

銀行振込により交付するものとする。 
 

（補給金の返還等） 

第 10 条 市長は、補給金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に

関し、既に補給金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

 

（書類の保存） 

第 11 条 申請者は、本補助事業に関する書類を交付期間終了後 10 年間は保存しなければ

ならない。 

 

（その他） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

 

  附 則（令和２年５月 15 日） 
この要綱は、令和２年５月 15 日から施行し、令和２年５月１日から適用する。 
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附 則 

１ この要綱は、令和２年６月 19 日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年２月 1 日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。 

 
附 則 

この要綱は、令和５年３月８日から施行する。 



（様式第１号）   
                                                             
                                                               年    月    日 
 川崎市長 
 

                                （申請者 （受任者）） 

所 在 地 
                                         金融機関名 

代表者氏名 

      
 

川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金交付申請書 

及び実績報告書 
 
 川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金交付要綱第６条第１項の規

定に基づき、当該補助金の交付について下記のとおり申請します。 
 

記 
 
１  交付申請額                                円 
２ 添付資料 

・受取利子証明（明細）書（別紙） 

・返済計画表 

   ・申出書及び委任状（様式第２号） 
・市町村の認定書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

(問い合わせ先) 

                    担当者名 

電話番号 



（様式第２号） 
 

申出書 及び 委任状 
 

当社（私）は、川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金の交付を受けたいの

で、川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金交付要綱申出書を提出します。 

なお、利子補給補助金の交付を受けるにあたり、川崎市補助金等の交付に関する規則（平成１

３年川崎市規則第７号）及び川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金交付要綱

の規定を遵守します。 

また、当社（私）は、（金融機関所在地） 
                                          

（金融機関名称） 
                                   

（代表者氏名） 
                                   

を代理人と定め、川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金交付要綱第５条及び

第６条に規定する補給金の交付申請及び請求に関する一切の行為の権限を委任しますので、併せ

て委任状を提出します。 
 

なお、利子補給金は下記の口座に入金してください。 
 

 

金融機関名：                           
  
本・支店名：                             

  
預金種別： 普通 ・ 当座  

  
口座番号：                            

  
口座名義（カタカナ）：                       

  
（注）口座は、融資を受けた名義と同じ名義に限る。 
 

令和  年   月   日 
 

所 在  地 
 

企業等名称                             金融機関確認印 
 

代表者氏名                       印 
 

連 絡 先： 
 

 

※個人事業主の方は、「企業等名称」欄は記載不要です。「代表者氏名」欄のみ御記入ください。



 

（様式第３号） 
 

  番         号 

令和  年  月  日 
 

（受任者） 

金融機関名: 

代表者氏名:             
 

                                                      川崎市長        
 

 

 

川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金交付決定及び 

額の確定通知書 
 

川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金交付要綱第７条の規定に基づ

き、利子補給補助金の交付を決定し、その額を確定しましたので、次のとおり通知します。 
 

 

 

 

記 
 

 

 

１  交付決定額    金            円 
   ２  添付資料 

    ・川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金交付決定額一覧表 

 



様式第１号（別紙)兼様式第３号（別紙）

川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金に係る受取利子証明（明細）書兼交付決定額一覧表

令和　年度　上半期・下半期 対象期間：令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

③預金科目 ⑪融資資金名
⑫(ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ5号のみ)

対象者

・普通：1
・当座：2
・貯蓄：4
・その他：9

・SN４号：4
・SN５号：5
・危機関連：6

・小規模企業者等：1
　（▲5％以上）
・その他：2
（▲15％以上）

1 年 月 日 年 月 日 年 月 日

2 年 月 日 年 月 日 年 月 日

3 年 月 日 年 月 日 年 月 日

4 年 月 日 年 月 日 年 月 日

5 年 月 日 年 月 日 年 月 日

6 年 月 日 年 月 日 年 月 日

7 年 月 日 年 月 日 年 月 日

8 年 月 日 年 月 日 年 月 日

9 年 月 日 年 月 日 年 月 日

10 年 月 日 年 月 日 年 月 日

11 年 月 日 年 月 日 年 月 日

12 年 月 日 年 月 日 年 月 日

13 年 月 日 年 月 日 年 月 日

14 年 月 日 年 月 日 年 月 日

15 年 月 日 年 月 日 年 月 日

16 年 月 日 年 月 日 年 月 日

17 年 月 日 年 月 日 年 月 日

18 年 月 日 年 月 日 年 月 日

19 年 月 日 年 月 日 年 月 日

20 年 月 日 年 月 日 年 月 日

注 1.　①、②、④、⑨、⑩は表示形式を「文字列」にしています。

2.　⑦は、30文字制限をかけています。株式会社等はヵ）等で入力してください。また、代表者名は不要です。
3.　該当数字を入力してください。
4.　行が足りない場合、適宜追加してください。追加する場合は、表示形式等に注意してください。
5.　必ずバックアップをお願いします。

備考２※（日割り計算）
式と金額
※システム帳票等別紙も
可

交付決定額が⑳と額
が異なる場合の理由
及び差額

備考１（変更事由）
変更事由（事業者情報
変更、条件変更、繰上
完済、代位弁済等）年
月日、内容

⑳対象期間内に受け
取った利子の金額

（円）兼交付決定額
⑱利率（％） ⑲融資月数No

①金融機関
コード

（４桁）

②支店
コード

（３桁）

④口座番号
（７桁）

⑤金融機関名
（漢字）

⑥支店名等
（漢字）

⑦受取人名
（半角カナ　30字以内）

⑧事業者名 ⑨保証番号 ⑩取引番号
⑯元金の

初回返済日
⑰融資額（万円）⑬融資実行日

⑭利子の初回返済日
（実行日と同日ならば省略可）

⑮据置期間
月数

据置なし：0


